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提案理由説明

琴浦町議会委員会条例の一部改正について提案理由説明を行います。

１ 条例改正の理由

これは、大規模な災害等の発生や重大な感染症のまん延防止措置の観点又はその他

やむを得ない事由により、委員が委員会を開会する場所に参集することが困難である

と認めるときは、オンラインを活用した委員会の開会を可能とするための所要の改正

を行うもの。

２ 改正の概要

（１）第 13 条の２「開会の特例」の第１項で、委員長は、次に掲げる場合には、オ

ンラインを活用した委員会を開会することができる。

１ 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延等のやむを得ない事由により委

員会を開催する場所への参集が困難であると認める場合

２ 公務、疾病、看護、介護、出産、配偶者の出産補助、育児、忌引、災害等そ

の他やむを得ない事由により、委員会を開会する場所への参集が困難な委員か

らオンラインを活用した委員会の開会の求めがある場合

（２） オンラインにより委員会に参加した委員長及び委員は、当該委員会に出席し

た者とみなして、この条例の規定を適用する。

（３） オンラインを活用した委員会に関するその他所要の規定の整備を行う。

（４） 第 13 条の２第１項から第３項までの規定中の「委員」、及び同項中の「委員

長及び委員」とあるのは、説明者と読み替えることができる規定を設けている。

３ 施行期日

施行期日は、公布の日とする。
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令和５年琴浦町条例第 号

琴浦町議会委員会条例の一部を改正する条例

琴浦町議会委員会条例(平成16年琴浦町条例第197号)の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

改正後 改正前

(招集) (招集)

第13条 略 第13条 略

(開会の特例)

第13条の２ 委員長は、次に掲げる場合は、

映像及び音声の送受信により相手の状態

を相互に認識しながら通話をすることが

できる方法(以下「オンライン」という。)

を活用した委員会を開会することができ

る。

(１) 大規模な災害の発生、重大な感染症

のまん延等のやむを得ない事由により委

員会を開催する場所への参集が困難であ

ると認める場合

(２) 公務、疾病、看護、介護、出産、配

偶者の出産補助、育児、忌引、災害等そ

の他やむを得ない事由により、委員会を

開会する場所への参集が困難な委員から

オンラインを活用した委員会の開会の求

めがある場合

(３) 前２号に掲げるもののほか委員長が

特に必要と認める場合
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

２ 前項の規定により開催する委員会にお

いて、オンラインによる出席を希望する

委員は、あらかじめ委員長の許可を得な

ければならない。

３ 前項の規定により委員長の許可を得て

委員会に出席した委員は、委員会に出席

した者とみなす。

４ オンラインを活用した委員会の開催方

法その他必要な事項は、議長が別に定め

る。

(秘密会) (秘密会)

第18条 委員会(第13条の２第１項の規定

により開会するものを除く。)は、その議

決で秘密会とすることができる。

２ 略

第18条 委員会は、その議決で秘密会とす

ることができる。

２ 略

(出席説明の要求) (出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、

町長、教育委員会の教育長、選挙管理委

員会の委員長、農業委員会の会長及び監

査委員その他法律に基づく委員会の代表

者又は委員並びにその委任又は嘱託を受

けた者(以下「説明者」という。)に対し、

説明のため出席を求めようとするとき

は、議長を経てしなければならない。

第19条 委員会は、審査又は調査のため、

町長、教育委員会の教育長、選挙管理委

員会の委員長、農業委員会の会長及び監

査委員その他法律に基づく委員会の代表

者又は委員並びにその委任又は嘱託を受

けた者に対し、説明のため出席を求めよ

うとするときは、議長を経てしなければ

ならない。

２ 第13条の２第１項から第３項までの規

定は、前項の規定により説明者に出席を

求めた場合について準用する。この場合

において、第13条の２第１項から第３項

までの規定中「委員」及び「委員長及び

委員」とあるのは、「説明者」と読み替

えるものとする。


